
災害時における被災建築物応急危険度判定業務に関する協定によるコミセンの応急危険度判定

②コミセンの判定実施の手順について（最初にお読みください。） 酒田市建設部建築課【元年度版】
※下記の手順に従い実施ください。

手順
【③周辺状況報告書】

（今後の重点調査エリアの決定の判断材料）

（１）最初に来た方が、判定開始前に記入

【⑤調査表】※判断基準のマニュアルは裏面に記載（鉄骨造・RC・木造の各種）

（１）ヘルメット後部に判定士シール（イエロー）を貼る

（２）外周より調査を開始

Q１　判定士が一人だったら？ → A1　到着後　20分程度たっても来なければ、

一人で、内部調査を開始

【⑤調査表】・【平面図】

（１）調査日時・判定者名を記入　　　　　　　　　　　 （※省略　資格番号等）

（２）建築物概要欄：1.名称　4.構造形式　5.階数　（※省略　 2.所在地　3.用途 　6.規模）

（３）平面図に被害箇所を記入（微細な被害は不要）

Q２ 複数の棟が有る場合は？ → A2  棟別で判定が変わる場合は複数を調査表記入

【③周辺状況報告書】・【⑤調査表】

（１）支部指定職員（又はコミセン職員）に結果（理由・留意点）を説明する

（a）【③周辺状況報告書】

（b）【⑤調査表】（２次被害防止を重点説明）

【③周辺状況報告書】・【⑤調査表】･【平面図】

（１）支部指定職員（又はコミセン職員）に報告を依頼（報告先　建築課　不通の場合は本部）

（a）【③周辺状況報告書】及び【⑤調査表】を電話（又は衛星携帯電話）で口頭による報告

（ｂ）FAX（又はメール）が可能な場合は、先行して建築課へ送付　（【平面図（被害記載）】も送付）

（２）報告時、建築課から別途指示が無いか確認する

【通信用袋】

（１）報告が終わったら、各報告書を提出用に受け取る

（２）【③周辺状況報告書】・【⑤調査表】・【平面図（被害記載）】を通信用封筒に入れる

Q３　誰が・いつまで・ 提出先？ → A３ 　判定士が、翌日中に、市建築課へ

【⑥ポスター】・【⑦判定結果表（赤・黄・緑）】

（１）判定士が、玄関付近に掲示する。（２）ケース及び用具は、コミセンに返却する。

Q4 ついでに、他の施設を見て欲しいと言われた場合は？（判定士が複数名の場合は1名が残り対応）

→ A4 （ア）原則併設（近設）学校等のみ対象（イ）コミセンにポスター掲示後、必ず職員と一緒に調査する

（ウ）判定は実施しない、危険箇所を専門課の立場でのアドバイスのみとする

【移動】

（１）判定士が複数名いる場合は、1名が【５．報告】以降を実施し、他者が次へ先行移動してもよい

（２）途中で日没となる場合は、次の施設は翌日とし、建築課に連絡する

【終了】

（１）最後のコミセンが終了し、建築課から指示が無かった場合は、帰宅する

（担当判定士用）
【地震時に使用②】
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全コミセンの判定を早急に終了させたいため、臨

機応変かつ円滑に進めてください。
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災害時における被災建築物応急危険度判定業務に関する協定によるコミセンの応急危険度判定

酒⽥市建設部建築課【元年度版】
コミセンの判定実施の手順について

0．準備 2．判定調査を開始
0-1．コミセン職員より判定用具ケースを受け取る。 2-1．ヘルメットに判定士シールを貼る。
　　　用具ケースが不明⼜は取り出し不可の場合は市建築
　　　課へ連絡する。

2-2．外部から判定調査を⾏う。
※判定士が3人以上いる場合、1人は次の担当コミ

0-２．ケースの中には以下の物が入っています。 センに移動する等の対応可

0-3.ケースから「判定士用」と記載されたファイルを取り出し、 2-3．内部の判定調査を⾏う。
　　　手順を確認する。

2-4．傾斜を測定する時は、下げ振り等を使用する。
1．周辺状況報告書の記入（最初に到着した判定士） ※下げ振りには60cm、120cmの位置に印がついています。



3．判定調査表の記入 6．報告書を通信用封筒に入れ、翌日まで市建築
　　へ提出

4．調査結果を職員に説明
7．判定結果表・ポスターを玄関に掲示

5．本部に報告（職員へ依頼）
5-1．FAXが使用可能な場合は、市建築課へ送付 8．判定用具ケースをコミセンに戻し、次の担当コミ

　　センに移動

5-2．電話⼜は災害対策用の衛星電話で市建築課に
　　　　報告（不通の場合は本部へ報告）
　　　　他の指示が無いか確認する。


